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第二期特定健康診査等実施計画（一部抜粋）
計画策定にあたって

平成�0年�月から開始された特定健康診査・特定保健指導は、国の方針により�0歳以上7� 歳未満
の被保険者を対象に実施することが義務化された。

本計画は、第一期特定健康診査等実施計画（平成�0年度から平成��年度）に基づく実施結果を踏
まえ、新たに第二期計画（平成��年度から平成��年度）を策定したものである。

第１章　京都府建設業職別連合国民健康保険組合における現状
１．特定健康診査等の対象者

被保険者数は、平成��年４月１日現在で、6,�6�人である。
また、特定健康診査及び特定保健指導の対象となる�0歳以上7�歳未満の被保険者数は、�,666人

で全体の約��％を占めている。

２．特定健康診査・特定保健指導事業の現状
特定健康診査対象者には毎年６月に受診券を配付し、京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良

県、福井県、三重県の集合契約Ｂに参加する医療機関及び個別契約を締結している医療機関に委託
して実施している。

また、特定保健指導は特定健康診査の結果、一定の基準により、生活習慣改善の必要のある者に
対して実施している。

（１）特定健康診査の実施状況
特定健康診査における年齢別受診率（％）

�0年度 �1年度 ��年度 ��年度
男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

�0 ～ ��歳 ��.7 ��.1 �8.0 �0.� �1.� �6.� ��.7 ��.� ��.� ��.� �0.� �7.6
�0 ～ ��歳 ��.6 �7.� �0.8 �1.0 ��.� �7.1 �6.0 ��.7 �1.� ��.� ��.8 �8.�
60 ～ 6�歳 ��.6 ��.� ��.8 ��.� �6.� ��.� �1.0 ��.1 �8.� ��.� ��.� �0.7
70 ～ 7�歳 �8.0 �0.� ��.8 �6.1 1�.0 ��.0 �6.� ��.� �1.8 ��.� �0.6 ��.�

組合計 ��.� ��.� �0.1 �1.1 ��.� �7.6 �8.� �8.� ��.� ��.0 ��.7 ��.0

※法定報告結果より

（２）特定保健指導の実施状況
特定保健指導における年齢別実施率（％）

�0年度 �1年度 ��年度 ��年度
男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

�0 ～ ��歳 0.0 0.0 0.0 �.7 0.0 �.�  1.� 10.0 �.�  �.8 10.0  �.8
�0 ～ ��歳 0.0 0.0 0.0 �.7 0.0 �.�  6.�  0.0 �.� 1�.8 ��.� 1�.�
60 ～ 6�歳 0.0 0.0 0.0 1.� 0.0 1.6  �.6 11.1 6.� �0.7 ��.� ��.7
70 ～ 7�歳 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0  0.0 6.7 ��.�  0.0 ��.�

組合計 0.0 0.0 0.0 �.� 0.0 �.�  �.�  6.7 �.� 1�.8 ��.� 1�.�

※法定報告結果より
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第２章　達成しようとする目標
１．目標の設定

本計画の実行により、平成��年度までに特定健康診査受診率70％、特定保健指導実施率�0％を達
成することを目標とする。

２．特定健康診査・特定保健指導の目標値
特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、第一期特定健康診査実施計画の受診率の状

況を参考に、当組合における目標値を以下のとおり設定する。
平成��年度 平成�6年度 平成�7年度 平成�8年度 平成��年度

特定健康診査受診率 ��％ �0％ ��％ 60％ 70％
特定保健指導実施率 �0％ �0％ ��％ ��％ �0％

第３章　特定健康診査・特定保健指導の実施方法
１．特定健康診査
（１）実施体制

ア．集合契約Ｂを締結した医療機関で実施する。
イ．当組合と個別に契約を締結した医療機関で実施する。

（２）実施項目
ア．基本的な健診項目

ａ）質問項目
ｂ）身体計測（身長、体重、BMI、腹囲（内臓脂肪面積））
ｃ）理学的検査（身体診察）
ｄ）血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール）
ｅ）肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））
ｆ）血糖検査（原則として空腹時血糖を測定し、必要に応じて HbA1c を実施する。）
ｇ）尿検査（尿糖、尿蛋白）

イ．詳細な健診の項目
一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択

ａ）心電図検査
ｂ）眼底検査
ｃ）貧血検査

（３）実施時期
特定健康診査は、毎年６月から翌年�月�1日を実施期間とする。
但し、健康診査の種別により実施期間が異なる。

（４）受診方法
期間内に受診券及び保険証を持参の上、当組合が指定する医療機関等で受診する。

（５）周知・案内方法
ア．健診の実施

毎年６月に対象者一人一人に受診券を送付し、特定健康診査の実施を周知する。
イ．受診勧奨

受診券送付後、一定の期間が経過した時点で、未受診者に対し受診勧奨を行う。
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ウ．健診結果
健診結果については、健診機関より受診者本人に直接伝える。

（６）受診率向上のための対策
ア．保健師及び管理栄養士による電話での受診勧奨。
イ．未受診者に対するハガキでの受診勧奨。

（７）特定健康診査以外の健診受診者のデータ収集方法
受診結果を書面で提出してもらうなど受診結果の収集を行う。

（８）特定健康診査データの保管及び管理方法
特定健康診査に関するデータは、国の定める電子的標準様式により原則５年間保存すること

とし、管理及び保管については、国保連に委託する。

２．特定保健指導
（１）実施体制

ア．集合契約Ｂを締結した医療機関で実施する。
イ．当組合と個別に契約を締結した医療機関で実施する。

（２）実施内容
実施内容は、「標準的な健診・保健指導プログラム」第３編第３章に記載されている内容と

する。

（３）実施時期
特定保健指導は、通年実施する。

（４）指導方法
期間内に利用券及び保険証を持参の上、当組合が指定する特定保健指導実施機関で保健指導

を受ける。

（５）周知・案内方法
ア．特定保健指導の開始

特定保健指導の対象者ごとに特定保健指導利用券を送付し、指導の開始を周知する。
イ．利用勧奨

利用券送付後、一定の期間が経過した時点で利用申し込みがない対象者に対し利用勧奨を行
う。勧奨方法については、対象者を初回面談につなげられるような方法を考慮する。

（６）実施率向上のための対策
保健師及び管理栄養士による電話での利用勧奨。

（７）特定保健指導データの保管及び管理方法
特定保健指導に関するデータは、国の定める電子的標準様式により原則５年間保存すること

とし、管理及び保管については、国保連に委託する。

（８）特定保健指導対象者の選定方法
特定保健指導は、原則として全ての対象者に実施することとする。
 以上　


